
【八栄小学校通学区域の見直し（案）】    対象地域の地図を含む当日資料・会議録については、 

船橋市ホームページでご確認いただけます ➡ 

① 夏見７丁目    

令和５年４月の新入学（転入学）児童から「夏見台小学校」の学区へ 

   ※夏見７丁目１番、２番、３番にお住いで、令和５年４月１日までに住民登録があり、入学時に同住所に居住している場合に
限り、入学前に申請することで八栄小学校に通学指定校変更が可能です  

 

② 夏見１丁目１番、３番、４番、５番、８番、９～１１番、１３番、１４番、１６番、１７番、２０番、２１番 

   夏見５丁目 1番、４番、５番、７番、８番、１１番、１２番、１５～１７番 

   令和５年４月の新入学（転入学）児童から「市場小学校」の学区へ 

   ※夏見１丁目１４番、１６番、１７番、２０番、２１番及び夏見５丁目上記対象地域にお住いで、令和５年４月１日までに住民登録
があり、入学時に同住所に居住している場合に限り入学前に申請することで八栄小学校に通学指定校変更が可能です 

 

③ 夏見３丁目・４丁目・６丁目 

令和５年４月の新入学（転入学）児童から夏見台小学校を選択できます 
※入学前の９月頃、入学する小学校を選択いただくお知らせを送ります 

 

 

 

 

八栄小学校は、近年、児童数が増加し、令和５年度以降、３１学級分ある普通教室では足りなく

なってしまうことが予想されています。 

 そこで、船橋市教育委員会では、八栄小学校の学区の一部を、教室数に余裕のある「夏見台小

学校」と「市場小学校」の学区に変更することを検討し、昨年１０月３０日と本年２月２０日に地域説

明会を開催しました。 

 ２月２０日の説明会にてご説明しましたとおり、以下の八栄小学校通学区域の見直し案に基づき

学区変更を進めてまいりますが、これまでの地域説明会でいただいたご意見、ご質問に対する回

答を改めてご説明するため、下記のとおり第３回地域説明会を開催いたします。 

記 

１  日 時  令和４年５月１４日（土） 午前１０時００分～  ※午前９時３０分受付開始 

 

２  場 所  船橋市夏見公民館 第１・２集会室 （船橋市夏見 2-29-1 八栄小学校向かい） 
※駐車台数が少ないため、お車での来場はご遠慮ください 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対策にご協力をお願いします（マスクの

着用・手指消毒等）。状況によっては、急な開催延期等もありますことをご了承ください。 

 

３  内 容  ・第２回地域説明会でお示しした通学区域の見直し案について説明 

・これまでの地域説明会でいただいたご意見・ご質問への回答 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八栄小学校の通学区域の見直しに関する 

第３回 地域説明会のご案内 

 すでに八栄小学校に在籍している児童に転校していただくことはありません 

 弟妹が入学する際に兄姉が八栄小学校に在籍している場合は、弟妹は通学指定校変更申請することで 

八栄小学校に入学できます 

 船橋市教育委員会からお知らせ 

裏面もご覧ください 



【地域説明会及び学区変更に関するお問合せ先】 

船橋市教育委員会 学校教育部学務課学事係   

電話  047-436-2853    FAX 047-436-2854 

 
お問合せフォーム

もご利用ください 

これまでの地域説明会でいただいた主なご意見の概要と回答 
これまでの地域説明会当日の回答に補足しています。 

第３回地域説明会でも、あらためて説明いたします。 

 

 八栄小学校の状況について、もっと周知してはどうか 

 

 校庭の広さに対し児童数が多いため、昼休み等の外遊びは、学年ごとに曜日を決めています 

 放課後ルームの利用について、年度当初は低学年でも利用の待機が生じております 

 教室が不足する場合は、図工室、家庭科室を普通教室に転用して対応することを検討しています 

このような状況から、望ましい学習環境を保つため学区変更にご協力をお願いいたします 

市場小学校・夏見台小学校までの通学経路に安全面で心配な箇所がある 

 

 通学経路については教育委員会と学校、及び関係部署等で引き続き検討していきます 

 令和５年４月の学区変更までに、可能な限り改善できるよう関係部署と協議していきます 

夏見１丁目の西側も、通学指定校変更で八栄小学校に入学できるようにしてほしい 

 

 八栄小学校までの通学距離と新たな指定校（市場小・夏見台小）までの通学距離の差が大きい地

域について、すでに居住している児童に限り通学指定校変更申請ができるものとしました 

 通学指定校変更許可地域は、すでに居住している児童数が比較的少なく、宅地開発によりこれか

ら児童数が増えると見込まれている地域です 

 夏見１丁目の西側については、すでに居住している児童数が１学年２０～３０人のため、通学指定

校変更許可地域とすることで八栄小学校の教室不足の解消が図れない可能性があり、許可地域

に含められない状況です 

 

未就学児の保護者を対象に、市場小学校・夏見台小学校を

知る機会を作ってほしい 

 

令和４年度中にそのような機会を設け、ご案内いたします 


